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(1 )

フランスにおけるマンス

渡 辺 國 廣

II

序

マシス 

ボルドリ

マンスのIが族シスの解体  

ポルドリ0 位置

序

土地により自立をまっとうすべく，そのih地をf (地の一部として差出した時，かかる士地は単な 

る士くれというにとどまらず，家産の場まで'フI上げられることになった。つまり，分の誕生.である。 

分はまた別に，マンスとも呼ぱれた。当然ながら，マンスは領主にとり，収齋のための場にほかな 

らない。 しかしマンスを耕作する者の1家族の労働のぽ生産を可能とするというのでなければ，長 

期にわた，り収奪を続行することが困難であろう。奸心な点は，マンス就作者の1家族の自立である。 

そしてマンスは，耕作者の1家族に自ぬ:を保証する独立の小ギI tとして,然るべき規模を有するこ 

とになっていく。従ってマンス力V 地味貧弱な地方に設定されれば，それだけ面積は大規模化せざ 

るを得ない。 もはや规摸いかんは，マンスの意義づけのためま耍性を持つものではなかった。単に 

それは，マンスの位置する場所の地理的な条仲の指標というにし力、過ぎない。マンスでは,マソス 

耕-作者4 家族の生活維持というのが, 絶対の条件であった。マンスは耕作者1 家族の立努力を燃 

说する場にほかならない。実際ャンスは, かかる努力にふさわしい成果を保諷した。今やマンス耕 

作者の1家族は，独立で 1̂ 営の存在である。. そしてマンスは，耕作者1家族の自営に必要な狗的基 

礎ということでありたのだ。 ■

以上のところを布延するため, 冒頭で概説したのが，マンス登場にいたる3が情と,マンス解体ま 

での経過である。 続いては，ボルドリの位値の械走ということに従っている。粗いは，同じく家 

でfcるボルドリとの対比において，一体マンスが何たる力、，理解を深めるためにった。

土地については , 1̂ 身で持ち，そのことを士台に自立をまっとうす。中世のかかる状況への回船

(1) :の稿は，私の当jfijの仕けある「プランス社会論J の—部である,

一 一 1 8 — -

imii| I MIWIMIW—FIWH-rftiW<lliiim|-fmii<|T|riiT<r,iTn~rnr«oTn|iT「n --  1-- 1--1---  T 一,----一- ----- -

9

8

8



、，广ふべ、ぃ ユ ，らい'ル、

フランスにおけるヤンス

が，プランスでは連綿と今日ま%  土地について続く重大関心事といりていH その際,原点に徽 

かれるのがまた，マンスであった。だから，マンスをめぐっては，問題が古くて新しいといわなけ 

れぱならない。 '

ン ス

マンスの登場
' . .， ，. . . . .， ■ .. *， ，...

マ ン ス の 範 囲 ャンスは永続するものという意味を持' 0 た。 ンスはいわぱ，耐久財である。 

しかしここで永続するという時， ものが墜2ドなことではなべ，相統でぎるという意味せあらた。結 

局においてマンスは，財産のととにはかならない。相絲によって受取ったいづさいのものが/マン

スでもった。相続財産が，マンスである。相続財産たちマンスこそ，真め財までもった。♦や相続
• . .-

権は絶対不ポ接の状態に置かれた。またマンはもともと，滞留するという意味でもありた。ネし 

てこのことから派生しプンスは世襲財産の上に定住する入をさし, しぱしぱまた, 耕作者の1家

族が居住する家のととでもあった。 しかしかかる場を, 彼は勝手}C■摩われない。彼の家族の間で世
， , ' -

襲やきた。ド上の2 つを総合した時，マンスは耕作者の1家族が世襲で居住している場所とでもい

ったらいいのでもろう力、。マンスであるが, 結局のところ，生活の本拠にはかならず, つ* りは,

生活めためよるべき，唯一の場でもった。 -

.かかる場は，.何をさすか。 しぱぱマンスは，家それ lij体をいった。マンスは家の.と'と't?あった

マンスぱ明白に家をさした。広く解した場合でも, 家に付属する菜園を含めるのがせいせ*いめとこ 
• ■

ろであった。’ しかし菜園そのものをマンスという場合もある。マンスを狭く解するわけだ。 しぱし
. ， 、ず，- '(

ぱまたマンスは，力、なり広い意味にもとられた。そしてマンスのなかに,もはや住居ぱかりでなく

菜園や鳥を含めた。づ ンスと呼ぱれるものの範囲に，山林,まで包括する場合もあった。マンスは広
- ...

義に解され, 屋敷のはか, 鳥もマンスめなかに含めた。マンスは家，嘉，草地, 菜圖ギの他力、らな 

り’施囲が広い。とれらは原則として, 家を中心|Cまとまっていた。今やマジス; *いう時,内容は 

一定していなかった。知られる如く，マンスは世襲M産として，複雑な構成を持っていお。人 nrが 

稀薄，従って士地の取捨がま由な場合，マンスの内容はかなり限定されたものであってもいいこ 

うしたなかで，居住の場としての家,せいぜい屋數うちが特別に重視されるということになったの 

だった。 しかし人口増大のため嵐に不足を感じた場合, 世襲財産としてのマンス，の内容.も拡大され 

ざるを得ない。広く，鳥, ぶどう鳥，荒廃地までそのなかに含めるようになった。人口の増加が起 

れぱ，鳥の不足は必至でもり, 貴:道なものとしての財産め梓をfe張するととは避けられなかったの

(2) Bloch, M„ Les CaracUns or iが"mix cfe Vhistoire rurale fi-ancaise, ed. t>auvergn6 R„ 1955, I ,169 でも*..そう..
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「三田学会雑誌j 69巻 1号 a 976年1月）

である。 9i!t紀には, マンスを広く解していた。そして漠然と，ただ，土地をさした。 もはやマン 

スに■は,..梓も何もなかった。.粋を，やたらと拡げて.しまっている。，そしてこれ,は，.，參済の発展力、

い水準に到速したことを示すというものにほかならない。マンスの内容は，释済の発展映嘴によゥ

て規制されたのであゥた。

ともあれ，マンスに盛込まれた内密は- "定していない。マンスはしばしば土地か家で，はっきり 

两者を区別していた。また漠然と，財産をさし，そのことで，土地と家の2つを一*括しようとした。 

2つを—*括することによりマンスは生活のため，がっこうな場となっていく。かかる以上，中心に 

家があづことは自明であろう◊ 当然ながら家は，家族収容の場たるにふさわしい規模を誇った。

4 やマンスは生活の場として, 確実な役割を演じ得た. マンスにもっては，家が重要である。 しか 

も相当程度の規模のものでなければならながったのだ6 

知られる如く，マンスをニ律なものとみることには危険が多い。 しかしなおマシスは，財産にほ 

かならない。.財産としてそれを，世襲できた。 -^体これは，何に起因するのか。世襲は，所有者が 

改良した労苦に対する当然の権利とみられた。耕作ための労苦を欠けぱ，世襲も冀束なくなろう。 

ぃわぱ》労働の対価として相統が正当視されるのであった。相続の极拠は単に，所有ということに 

よらない。.むしろ財産をめぐっては, 収積を増そうとする努力が重視されさえしていたのでもった。 

別1 乍に投じられた労苦と，土地の所有は同義こ解された。 とにかく収益が，問題である◊だから収 

益を確爽なものとするための措置が望まれて当然であろう。当面，領主がかかる要請を受けて立っ

すこ。 ... ‘

領主とマンス士地で生活するということ自体 , 権力の介入を得て可能なことであれば，マン 

スからの雄かな実りは，I t力との開係を離れては考えられない。耕作する土地を，領地の一部とし 

て支配関係のなかに送込み，力、かる代償として，領主による収ぜにも甘んずるは覚悟のところで 

あろう。事実また領主権力の成立は, マンスの広範な存在を前提としていたのであった。今キマン 

スが，領主の財政目的に利用されて当然か。. 爱際，領主がマソスに寄せる期待は大きい。マンスが 

耕作者1家族のため自立を保証するという時，領主の側のそうした期待をすべて満足さ#た上での 

' ことであった。実際いって，家族の生活のため投入される部分，値主のための負担に振向けられる 

部分, マンスは地力の違いを越え，真実, 真先に, . これら2 つを耕作者にもたらす種類の財産でな 

けれぱならない。にもかかわらずまた，収辦に必要な経費の检出が可能な，こと，いうまでもなかろ

5 / ，. ‘ ... ベ ..

だから，マンという時，単なる定住形式と違う。今やマンスはt {主の側から，徴税填位とみデ 

されるにいすこっさ)。マンスは徵税源どしての生産単位で，領主権力の成立はかかる生産単位の広範 

な存在を前提としていたのであっすこ。マンスは領主財政のため，徵税単位といったものにほかなら

(3 )  Bloch, Ccmidかれ156においても，然り。
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' プジンスにおけるャンX

なぃ。領主権力が渗透する過程で土地の耕作者はマンスの所有者に再編され,被はサンスの耕作者 

として，領主支配を末端において支えることになったのだ。 .

ま実マンスごとに，課较されていた。家でいくら，鳥でいくち, その他でいくら，体でいくらと 

いうのi 違う。いちゆる一括方式だが，税制の混池とした時勘には，こ’〉した一 括̂方5̂5：：も避けられ 

なかづたのだろう。一括の上，すべて一*律0 課税であった。かかる勉方が矛盾なく機能し得；̂> す 

れぱ，ャンスは大体において同じ規模を持ゥもの^^^’なけれぱならなかったホマンスがはぱ同じ内容 

を持てぱ, 課税で極端 )̂ギ不平等の生ずる’危険は避けられよう。朝:作と経営に十分，これが規摸め規 

準といわれた。 しかしま★ 徴税の単位としてマンスが重視された時，マシスの存在が决定的に有力 

になつ'A：：ことをポすもめにほかならない。土地を..自身.で持ち,.そH {•こより独立の生言十を立でるとと 

のできる人々がー*般化し，これを背景にマンチが課税単位として本格的にi 能するにいたったので 

あった。‘ むしろそのとすら考うべきか。徴税源として1つのまとまった生計単位を創出しょうと 

し，かかるゲ必力が本格的なものとなった時，アンスが出現したといわなけれぱならない。マソスイヒ 

は値地管理のため好都合であった。マンX の形式で，人間と土地が1つの単位に結合された。そ 5 メ 

することが領主にとり，もっとも刺用しやすかった。マンズにより行政事務はかなり単純化できた。 

一般に領主権力はマンスという生産単位を, 成立の根拠としていたのである。マンズを欠けぱ，値 . 

生財政は立ち行かない。 ‘ .

という以上，マンスと対した時，領主は強圧的に振為わざるを得なかった。問題は，何の理由に 

よって, 強田的な態度に出ることが可能であったかであろう◊ それは，筒単である。マン；< の形成 

がつねに,領主の側における権力移譲に発するとみられたためでった。マンスに及ぶ資担はいわ 

ぱ，その代償にはかならなV V 領主は波り権利の侵害を理由'に，マンスを通じ人間と土地を総体と 

して规制することを当然と思うにいたったのであった。そしてマッスは領主の倉担が及ぶ場として， 

現実に激税源ということになっていった。‘ マンスの設定者を，嶺主の土地に対する乱入者とみなし 

これを根拠に領主は, 収奪を合：11■(ヒしょうとしたのであるしそこには- ま;配者としでの'任に対する 

報償を期待するという以上に強い何かがあった。 ， ■ ,

しかしマンスで/ 所有権は厳然と耕作者め側にある。にもかかわらず,値主の規制をよぎなくさ 

れた。耕作者の諸負担は, 所有閲係を媒介としなぃ。支配開係が収收を実現せしめる。，いわゆる経 

済外強制の赏徹でもり, をれがまた領主ま配の特色ともなってぃす " しかし-^方，3̂ 配を受ける侧 

は, 身分上の保証を海た時, 経済活動が順調に.迎ぶもりと，欣喜雀躍というところである。差当り， 

とにかく傲主が, 唯プの頼り力あった。 ’ 、

' とももれ, マンス.は，それを所有する者の1家族にとり, ' 自立のための甚礎にはかならない。 し 

力、しまたマン_?̂は同時に,これを所有する者ょりも有力な他者である領主の生計の一部を分担する 

ものとしで機能しなければ；6：らなかゥた。今やャンスは，徴税被k まで格下げられた,かかるとと 

- ,■ .. ’ —  2 1 — . . . .
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に甘んじたにつ、、ては，その背後に，たとえマ 'ンスを，領生の支配下に送込んでも，これによりか 

えゥてマンスが，自立のための確まな基礎となればという‘期待感がもゥたのだろう。

とスしたマッスでも， 4 世紀の段階ではいまだ* 支配的なものになるまでにいたらなかった。 6 

世紀未という時期やも，人問と土地が1 つの単位にまとめられるということは大勢としてみられな 

い„ 人間と土地を生産の主要な襄素として明確に区別し,そのおのおのを別個に課税の対象として 

いた。この段階でマンスの存在は決定的なものたり得なかった。 しかし7 世紀早々にマンスは徴辕 

i|i位として，ようやく重視されるにいたる。領主負担の及ぶ場としてのマンスの本格的な登場でも 

った。後れた地域でも9世紀にはいれば，マンスという語が頻繁にみられる。 ヴ  

マンスの規模マンスの規模は，家族維持の必要を限度とした。マンスはいわぱ，所得のため 

のノ-k産単位でおった。マンスは耕作者にとり, 生活の,手段でしかない。それにしても， S 立をき乏 

る時，相当規模の士地が必要となろう。いわゆる家産であるわけだが，その維持のなかにのみ耕作 

者は家族の挟蹇をまっとうし得た。マンスは家産として，耕作者の1 家族に自立を保証するはずで 

あった。という時，ャンスたる以上，避けては逆れない収奪分とか，経営のための支出とか，とに 

かぐこれち2 つをき引き，然る上である。. 一*体マンスは，どれだけの規模のものでなければならな

かったか。 •

とももれ，小まを確保したいのである。そしそ，確保できた小変により自立が願ねれたとしよう。 

どれだけの量の小爱を持てぱ，いいか。 これと関連し第1 に問うべきことといえば，日常の生活に 

必耍なバンの量にあっすと。それを, どう見積るか。色々といわれて来たところを整理し，大人の1 

人が1 日に必要なパンを1 キロから， 1 キロ少々とする。また大部分の世帯が， 6人からなると考 

えよう。内訳は, 商親と子供3 人，はかに祖父，または祖母。子供のうち2 入は幼児とする。力、か 

る 際 1 日に必要とする.バンの量を， 5 キロとみていい。 それだけのノくンを獲得するため， 年間 

1,800キロの小麦が必要である。従って問題はまた, この1,800キロの収獲に必要な所有の規模い 

かんということでもあろうか。それと関連し単位当り収量が問題となる。. 播種量は， 1 ヘクター 

ル ご と 150キロ。この3倍から6倍の収獲がちれば，いいといわれた。播種量の1 に対し，.収量 

が 13がら16の場合もちるが, そこは傑出した地带として，驚異をもってみられた。いい地力の場 

所で， 6倍いうのが妥当な率であづた。従って収量は1 へクタ一ルにつき, 900キロになろう。 

不作時にはその半分で， 400 -キロというととをか◊ 家族の生‘活維持に' 耍な 1，800キロを獲得すベ 

く，もはや所要の規摸は明白であった。豊作時, 2 ヘクタール, 不作時， 4 ヘクタール半。 しかレ 

EillDl制の限b , 彼の島全体の3 分の 1 しか小變の収獲に振向けられない。従 3 て常時1,800キロ確 

保し続けるおめ必要な親摸といぅたら， その3倍の 0 ヘクタール， 最大限13ヘクタールギであっ 

た。 しかしこれら所有財産から収極したもの全部を，生命嫌持のため充当し得ないこと，いうまで 

もない。第 1 に, 次年次の小ま収獲のためり糖子を差引かなけれぱならない。収獲の6分の 1 がそ

— 22 一 --  -
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れに当てられよう。なおまた，収撞'や脱穀のため臨時に屈った人足に対する变私がある。通例は, 

現物によった。つまり，経営に必要な出費であり，いわば，経常費め問題であろうかレしかし撞除 

分は, ただそれだけにとどまらない。彼が士地で生括するということ自体,権力の介入を得て可能 

であったと思え。彼は当然，権力の介入にともなう収翁 1を覚悟しなけれぱならない。今や嶺主に对 

する諸負担は欠かせなかった。はかに, 王や教会の./とめのもめがもるう。主に对し't：は,：御用金を 

払う。 これは，400キ iF»の小麦-に相当しすこ。 しがしその他の国税の合計が,御用金とぼぱ同量に速 

す。今や主のため， 1 ヘクタール分の小爱収獲のはぽ全量が消えた。教会には10分の 1税として, 

100東ごとに6束か, 9束。ズれに加え , 領主による収海分が, 収獲した小爱に对して9束柏当の 

家産税。 しかしまた家産税の;ft担者と0>て耕作者は領主のたあ, 各種の徴発にもĵ t；じなけれぱがら 

ない。総じて経済外的な弥制でもるわけだが，これに必妻な請支出を, 前述の経常費と合計すれぱ， 

収獲した小麦ウほとんど半分に速したとみてくい。とにかく収獲め半分は消えた。残 I)半分を.もら 

て生括するということになるのである。従って生活に必要な限度の2 倍を収獲しなければならない。 

という以上, 経済的にHI立を達成するため必要な標準规模だが, 12ぺクタール。 しかし*た天候の 

いかんにかかわらず，自立の目的を実現しようと思う時, 最★ 限 27ヘクターノレであった。 地力の 

劣る場所では, かかる規準を上廻る規模カ滋要となろう。もはや自☆ に要する規模は, 区/^として 

決着をみない。 ,

にもかかわらず，土地により自立するため必耍な規準について, 見'当は得られた。知られる如く，

小爱を算定の根拠に置いている。 しかレヶンの材料として,豆類すら混用されていた現実からずれ

ぱ，示し得た規準たるや，力、な P 水準の高いものといわなければならない。だから: この規準と* -

致していれば, マンスはマンスた：6 にふさわしく，ほとんど完璧なまで, 耕作者の1家族0 自立の

ため按挑されているとい免よう。果して，どうか。 現に*^ンスという時, その規模は10ヘクター

:ルとも，11へクタ" ルとも，また 13へクタルともいわれた。’耕作者はかかる規模のマンスの所

有者として，家族扶養のための努力を妬け続けていたのであった。とれだけの規模であれば/ もう，
,

マンスというにふさわしい。にもかかわらず，当然のこと > 実現可能な也浦レベルは相当に低いと 

みなければなるまい。 しかし低いながら，マッスの耕作者はことごとく , 平等の自立を享受してい 

た。所有するマンスの規模にばらつきがあっでも, それは単に, -Vンスの位置する場所の地力の違- 

いか ら起ったことであり，従って規模の違いは, 耕作者が享受できる自立の糖度に深刻な違いを;！ホ 

込むというものでもなかったのである。自立という点で大差がないということこそ，マンス制がめ 

ざす理想であったのだ。 - ,

今やマンスで自を誇る I I # ,純料に生活のため振向けるととができたのは，収獲の半分であハた。

、4 ) 同じi t 場を，lulippe,. 0., 'De 1*importance des exploitfvtions agricolca au ix‘  sidclo dans Hle-de-France,, An"ale$
de G6ograq)hie, 1931, 307*̂ 310 で’も ， '
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絶 诵 の と こ ら , 収量め半分を手放さなければなら.ない。かかる負担にもかかわらず，マンスはそこ 

で生活する者に!"̂ 立を保諷できた。現に-ノンスにあっては，上級者による収奪を免がれない。にも 

かかわらずマンスにより, 耕作者の i 立が可能である。今やマンスは耕作者のため，収春を乗越え， 

自立をまっとうするにふさわしい規模のものやなけれぱならない。事実マンスは，それにふさわU  

く, 然るべき規模を持つものとして現われた。' とすれば，プンスが持つぺき規模といゥたもめは， 

自明であろう。 * : .

r  , ' : , マ ン ス の 解 \

. 世帯とマンスマンスは行政の単位として，分割で含ないものであった。耕作者の1家族がと

うした々ンスから, 1つを経営する。今やかかるものとしてマンスは，領主支配の甚底を形成して 

いた。そしてマンスを持つ者だけが満足に, 傲主負担に応じ傳たぃしかし原r iは急速に後退してい 

った。 しぱしぱ1つのマンスに, 数家族が生活していた。译例は2 家族, しぱしぱ3 家族といわれ 

た。これらの家族は血縁関係になく，平等の成員としてマンスに対し連帯で貴任をおうことになゥ 

た。今やマンスは, 生活のための共同の場にほかならな'い。 しかし領主はなおもそれを，行政上，

1単位とみていた。マンス制度は混乱を深めていった。.もはやマンスで，原徵を保持する場合はま 

れという。 1つの家族が1 つのマンスを生活の本格的な場とするのは，あまり多くみられなくなゥ 

て来た。マッスで大半は2 家族のための共同のを活の場であった。後にはまた， 3 家族ということ 

になっていった。だが，これは，極端な場合とみたい。ともあれマンスは，服度以上の人口を抱え 

るにいたった。従ってそれはまた一般に，マンスにより生活する人々め貧困イ匕にもつながろう。贫 

旧化が進めぱ，同じマンスの上に定住する者の間といえども，連帯感が稀薄になるということは免 

がれ得べくもなかろう。

マンスはもはや, 生活の本格的な場として不完全なものであった。 1家族に1 マンスの原則は崩 

壞しことにマンスを持つことの意味は減退していった。かくてマ ソ スを手放す者が続出した。む 

しろ，マンスからの離脱といったらいいか。 しぱしぱマンスに付属する土地の全部を手放し住居 

だけ残す者も出た。 しかしこれはまだまだ，まれなことといわれる。マンスの土地から,一郁を手 

放す場合がより一般的で^^った。かかる事実は， 9世紀の後半にかなりみられた。ともあれ，マン 

スを構成する土地の" -部をめぐって，売買がおこ‘なわれた。売賀というすf態の進行につれ，正にそ 

の折も折， 4 分の 1 マンスとか， 2分の 1 マンスと力、， 4 分の3 マンスとかいった語がみられるよ 

うになつた。 しかし現剪には， 2 分の 1 マシスという語にもっとも多く出会わす。 4 分の 1 マソス， 

4分の3 マンスというのは，ごくまれである。マンスという以上，当然これらもまた，招当の親摸 

を持つものでなけれぱならない。 2分の 1 ャンスという場合，これを文字通り受取り，完全なマン 

スの1 分の 1 のナ巡模ということであれぱ，々ンスを持つR的は達せられないまた 4 分の 1 づ ンス*

•~~7— ■
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プランスにおけるマンス
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4 分の3 々ンスという場合, 同じようなととがいえよう。 しかしとれくらい現実を無視した勉速は 

ない。ただ2分め 1 マンスという時，平均規模において：完全な々ンスの平均規模を下廻る> いう 

だけのことであったシ同じ2分の 1 マンスでも，マンスの場☆ と同様，個々の規模には相当め開き 

が出よう。 しかレまた2 分の 1 マンスの若干は，完全なマンスを上越るはどの規模を誇った。とす 

れぱ, との2 分の1 というととにより，地力の顕寧な違いを示そうとしたとの推識も可能か。 しか 

し(2分の 1 マンスというなかにしぱしぱ，完全なマンスに相当する規模のものがあったことを考え 

れぱ, かかる插論成立しない。売買を繰返しているうち，.もともと持'っセぃナこ提摸もまわり,’ナこ 

めに, 実体がゥかやなくなり，規模の増減をカムフラ一ジする手段として，4分の 1 と力V 2 分の 1 

とか, 4 分の3 とかいう語が，マンスに付されるに'いたりたと考えざるを得ない。 4 分 の ン ス  

2 分の 1 マソ ス， 4分の 3 マンスという場合, 分数部分は単に，移転度の指標というはかな瑰 

に, 猛烈な移動が続いた如くだ。かかる状況れ下，もはやマンスについて，規模の不整"^が起りし 

ごく当然といわなければなるまい。 '

規模に不整が feった時，領主はマンスと，いかに対したか。規模の縮小が明白ならぱ，.負担が 

輕減されて自然であろう。 しかし2分の 1 マンスやは, 負担を半分に減じたと考えていいものか。 

.事类まれK-は， 担のを千を免除，残りを厳密に半減する.とぃ.う場合に出会わす。-.しかしまた驚ぐ 

べきことに， 分の1 マンスでありながら，資担とレては完全なマンスのそれと同じものを强制さ. 

れていたという現実。一般的にいって，負担はマンス並みという'ことであった。従ってしぱしぱ重 

くついた。 もはやマンス単独で， 不能でもる。こうしたなえ、で,ンスをいくつか集積ずる者 

か現われるにいたった。，所有財廣と’して2 分の 1 マンスを2 つ持つ者カ哦われた。\また自分の本来.-' 

のマン,スに， 2 分の1 マンスを添加する者もいた。 もはや2 分の 1 マソ ズすら，単独で、蒋在するこ 

とはまれであった。最大規模のマンスはどこでもきまって, ただ 1家族の所有であった。サシスを 

持つ者の間で不平等が増大していった。もはやマンスを，家族^営の単位というわけにはいかない 

マンス本来の意義は，喪失されることになっナこのでもる。，マンス移転のなかに，所有の不平等が酸 

成されたのでもった。現に耕作者の所有想摸は, 21へクタ一ルから1 へクタレルと，力、なり不摘い 

である。 1 ヘクタールという時，生括に必要な最低の資すら，確保できない。

庚に, マンスが登場した瞬問から, ' ンスは影の薄い存在と化してしまっていた。きづかけは, • 

早くもプンス力*、過剰人口を抱えたととにあった;。過剩人H1のため/ マンスにいてもijiXが不可能と 

わかれば，マンスが大事なものと思われなくなって当然だろう。現にマンスは解体され，，細分化し 

た地斤として，断敗するととになった。かかる状況の進展につれ， もはや, : すべての耕作者が-^，律 

に，所有財産により自：5>；1を誇り得るとは服らない。そうしだ事態こ'そが，土地所-▲、の移転に速度を

( 5 )  Perrin, C, fl., ‘Observation sur lo manse dans la r6gion Parisienne au debut du ixo si^cle/ Annales d'histoire 
sockle, I I , 1945, 35-59 f ( i , 58 でも，こうした鬼プム ， ‘
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加える原因ともなっていったのであった。もはや土地で生活する人々を，一元的ね极うことは許さ 

れない。単に土地により独立自営を続ける者ぱかりではなかった。 I^ Bの財産に不足を感ずる者が 

続出した。 しかしなお彼が，土地によって生活しようとすれば，他人の集積した土地に依存せざる 

を得ないであもう。

，マンスの終焉マンX は 9世紀に本格的な普及を示す。 しかしその時'すでに, ソス制度に'I t太‘ 

な海乱が起っていたのであった。マンスの本格的な登場のなかにf i主がその支® を雄立し， この時 

期?こ早.くも崩壊の過程が始まっていたといったらいいか。をの過程は，マンスわ解体として起った。 

周知の如く，力♦ る事態は領地を破壊するものとみられた。今や諸魚担を，規則的に徵収すること 

も困難でありた。こうしたことにより，マンスの概念はうすれていこう。

マンスは徴税の単位である。負担!を全体として，マンスにより受止めた。食担は々ンスを単位に 

課された。しかし耕作者に独立の生活を保証できた限り，マンスは徴税の単位として安全に機能し 

得ナこのであっか。, づ ンスの分解のなかで，その可能性は減じすこ。 かくてM 生財政はてを除に追込まれ 

ることになった。当然ここに領主は， ンスの売却を禁止するという弓虫い態度に出た。王もまた， 

禁止を支持した• マンスについて，不可分の原則を維持しようというのであった。そしてこれが貫 

徹できた時，領地は混乱と崩壊を免がれ得よう。完備した領地とはまた,’マンスの充満する場でも 

あった。 しかし目的の速成は困難をきわめた。 ’

もはやマンスの解体はかくせない。’こうしたなかセ領主は, 2 分の1 マンスに関する限り，'^ン 

スとして振わざるを得なかった。 しかしまたマンスという時，再度，家に限定せざるを得ないこと 

は. マンス解体の急速な進行を物語った。領主の権力の及ぶ範囲は, マシスの数によらない。財源 . 

を鎭主は,マンスということで考えなくなった。鳥, ぶどう鳥,菜園などに区分し個々に財源と 

し*T：用立てていった。かつて土地と家を，マンスに総括，そして負担はこうしたマンスを単位に要 

求されていた。 しかし今や違う、鱼担ぱ各単位ごと，個々に分割して課されるようになった。すで 

に■Vンスは，譜鱼担を♦ 総体として受止める場という機能を喪失していた。マツスは解体を続けた。 

しかし領主は，これにより徴税源が崩壊することを恐れない。収取の機構を, マンスの解体に対応、 

させることで問題の解決をはかった。人問土地を生産の主耍な耍素として明確に区別し，そのお 

のおのを別個に課税の対象にしようというのでもる。 この変化は13世紀まで、に起った。：こうした 

なかで, マンスなる名称は忘れられた。諸負担も，人ごと，鳥ごとに変わった0 9世紀以降マンス 

の解体が進行したという印象をねがれることはできない。人別に従って課税するという方法が同時 

並行的におこなわれた時，マンスの分化を物語るものにはかならない。そしてこれほますこ,領生の 

性格変更を迫ることにもなったのだった。
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ボルドリり位置
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ポルドリの起源ャンスは領地管理の上，大きな役目を果して来た。 しかしだからといって，

すべての者がマ*ンスのなかに組込まれたと、うわけのものではなV、。マンスから綺出された人の場 

合も多かった。彼の生活の本拠こそ，ボルドリにほかならない。

ボルドリも，マシス同様，家産であった。 しかしボルドリは家廣として，完壁なものとはいえな 

い。ボルドリだが，いわば，はんぱな土地であった。

マンスとボルドリボルドリの耕作者は,貧窮のうちに自立がやっとであったb しかし領主は 

かかるボルドリ.をも* 徴税源とみた。’ .もとより領主がボル-ドリと対する態度は，マンスに対するそ 

れとおのずから違う。マンスでは一 fitの貧担ということが原則であった6 しかしボルドリについて 

負担は! ボルドリごとに違った。,.またポルドリに対する課税が断念される場合.も, しぱしぱという。 

一*般に食担は，状況の相違により適宜変化することになろう力ん周知の如く，マンスでは償習に従

ぅ。 . . . ： ；，- . . r ‘ . - . . . .

ボルドリはどこでも，マンスよりずっと数が少なく，かつ規模もかなり小さく，平均して1 へク 

タールでもった。ボルドリを耕作する者は雑多, そのなかでもとくに, 新来者が多く見出された。

これらの新来者はかなり遠ホから来た。しかしまたボルドリを耕作する者の若干は,あたり一 帯̂に 

住む貧困な象族の出身であった。これらの者は，それまで人の住まない土地に対して乱入した無法

者にほかならない。 もはや彼の家が，ごく粗末なものであって当然であろう。現にポルドリという
- 、 . . . . . .  ，.■

時，貧弱な家を意味した。マンスには相当規模の家が付厲していたことを想起せよ。ひるがえって,

贫困者や新来者では茅屋ということになっていこう：ボソトドリの所有者が新しい土地を開懇するこ

とにより規模の拡大に成功した時, 領主はこれを，マンX として扱った。徴税の安定化のため,そ

れだけしかないことを，領主はよく知っていたのである0

(経済学部教授）
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